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次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と

き
は
、
そ
の
後
は
、
当
該
各
号
に
規
定
す
る
規
定
の
適

用
を
受
け
て
作
成
さ
れ
た
著
作
物
の
複
製
物
を
保
存
し

て
は
な
ら
な
い
。

一

第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）又
は
前

項
の
規
定
に
よ
り
著
作
物
を
記
録
媒
体
に
記
録
し
た

者

こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
目
的
の
た
め
当
該
複

製
物
を
保
存
す
る
必
要
が
な
く
な
つ
た
と
認
め
ら
れ

る
と
き
、
又
は
当
該
著
作
物
に
係
る
送
信
可
能
化
等

が
著
作
権
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
（
国
外
で

行
わ
れ
た
送
信
可
能
化
等
に
あ
つ
て
は
、
国
内
で
行

わ
れ
た
と
し
た
な
ら
ば
著
作
権
の
侵
害
と
な
る
べ
き

も
の
で
あ
る
こ
と
）
を
知
つ
た
と
き
。

二

第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定

に
よ
り
著
作
物
を
記
録
媒
体
に
記
録
し
た
者

同
号

に
掲
げ
る
目
的
の
た
め
当
該
複
製
物
を
保
存
す
る
必

要
が
な
く
な
つ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

（
送
信
可
能
化
さ
れ
た
情
報
の
送
信
元
識
別
符
号
の
検

索
等
の
た
め
の
複
製
等
）

第
四
十
七
条
の
六

公
衆
か
ら
の
求
め
に
応
じ
、
送
信
可

能
化
さ
れ
た
情
報
に
係
る
送
信
元
識
別
符
号
（
自
動
公

衆
送
信
の
送
信
元
を
識
別
す
る
た
め
の
文
字
、
番
号
、

記
号
そ
の
他
の
符
号
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。）を
検
索
し
、
及
び
そ
の
結
果
を
提
供
す
る
こ
と

を
業
と
し
て
行
う
者
（
当
該
事
業
の
一
部
を
行
う
者
を

含
み
、
送
信
可
能
化
さ
れ
た
情
報
の
収
集
、
整
理
及
び

提
供
を
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
行
う
者
に
限

る
。）は
、
当
該
検
索
及
び
そ
の
結
果
の
提
供
を
行
う
た

め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
送
信
可
能

化
さ
れ
た
著
作
物
（
当
該
著
作
物
に
係
る
自
動
公
衆
送

信
に
つ
い
て
受
信
者
を
識
別
す
る
た
め
の
情
報
の
入
力

を
求
め
る
こ
と
そ
の
他
の
受
信
を
制
限
す
る
た
め
の
手

段
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
自
動

公
衆
送
信
の
受
信
に
つ
い
て
当
該
手
段
を
講
じ
た
者
の

承
諾
を
得
た
も
の
に
限
る
。）に
つ
い
て
、
記
録
媒
体
へ

の
記
録
又
は
翻
案
（
こ
れ
に
よ
り
創
作
し
た
二
次
的
著

作
物
の
記
録
を
含
む
。）を
行
い
、
及
び
公
衆
か
ら
の
求

め
に
応
じ
、
当
該
求
め
に
関
す
る
送
信
可
能
化
さ
れ
た

情
報
に
係
る
送
信
元
識
別
符
号
の
提
供
と
併
せ
て
、
当

該
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
た
当
該
著
作
物
の
複
製
物

（
当
該
著
作
物
に
係
る
当
該
二
次
的
著
作
物
の
複
製
物

を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
検
索
結
果
提
供
用

記
録
」
と
い
う
。）の
う
ち
当
該
送
信
元
識
別
符
号
に
係

る
も
の
を
用
い
て
自
動
公
衆
送
信
（
送
信
可
能
化
を
含

む
。）を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
検
索
結

果
提
供
用
記
録
に
係
る
著
作
物
に
係
る
送
信
可
能
化
が

著
作
権
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
（
国
外
で
行
わ

れ
た
送
信
可
能
化
に
あ
つ
て
は
、
国
内
で
行
わ
れ
た
と

し
た
な
ら
ば
著
作
権
の
侵
害
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る

こ
と
）
を
知
つ
た
と
き
は
、
そ
の
後
は
、
当
該
検
索
結

果
提
供
用
記
録
を
用
い
た
自
動
公
衆
送
信
（
送
信
可
能

化
を
含
む
。）を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。

（
情
報
解
析
の
た
め
の
複
製
等
）

第
四
十
七
条
の
七

著
作
物
は
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情

報
解
析（
多
数
の
著
作
物
そ
の
他
の
大
量
の
情
報
か
ら
、

当
該
情
報
を
構
成
す
る
言
語
、
音
、
影
像
そ
の
他
の
要

素
に
係
る
情
報
を
抽
出
し
、
比
較
、
分
類
そ
の
他
の
統

計
的
な
解
析
を
行
う
こ
と
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。）を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
場
合
に
は
、

必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
記
録
媒
体
へ
の

記
録
又
は
翻
案
（
こ
れ
に
よ
り
創
作
し
た
二
次
的
著
作

物
の
記
録
を
含
む
。）を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。た
だ
し
、

情
報
解
析
を
行
う
者
の
用
に
供
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ

た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
著
作
物
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

（
電
子
計
算
機
に
お
け
る
著
作
物
の
利
用
に
伴
う
複

製
）

第
四
十
七
条
の
八

電
子
計
算
機
に
お
い
て
、
著
作
物
を

当
該
著
作
物
の
複
製
物
を
用
い
て
利
用
す
る
場
合
又
は

無
線
通
信
若
し
く
は
有
線
電
気
通
信
の
送
信
が
さ
れ
る

著
作
物
を
当
該
送
信
を
受
信
し
て
利
用
す
る
場
合
（
こ

れ
ら
の
利
用
又
は
当
該
複
製
物
の
使
用
が
著
作
権
を
侵

害
し
な
い
場
合
に
限
る
。）に
は
、
当
該
著
作
物
は
、
こ

れ
ら
の
利
用
の
た
め
の
当
該
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報

処
理
の
過
程
に
お
い
て
、
当
該
情
報
処
理
を
円
滑
か
つ

効
率
的
に
行
う
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
で
、

当
該
電
子
計
算
機
の
記
録
媒
体
に
記
録
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

第
四
十
七
条
の
二
を
第
四
十
七
条
の
三
と
し
、
第
四
十

七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
美
術
の
著
作
物
等
の
譲
渡
等
の
申
出
に
伴
う
複
製

等
）

第
四
十
七
条
の
二

美
術
の
著
作
物
又
は
写
真
の
著
作
物

の
原
作
品
又
は
複
製
物
の
所
有
者
そ
の
他
の
こ
れ
ら
の

譲
渡
又
は
貸
与
の
権
原
を
有
す
る
者
が
、
第
二
十
六
条

の
二
第
一
項
又
は
第
二
十
六
条
の
三
に
規
定
す
る
権
利

を
害
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
原
作
品
又
は
複
製
物
を
譲

渡
し
、
又
は
貸
与
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
権

原
を
有
す
る
者
又
は
そ
の
委
託
を
受
け
た
者
は
、
そ
の

申
出
の
用
に
供
す
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
著
作
物
に
つ
い

て
、
複
製
又
は
公
衆
送
信
（
自
動
公
衆
送
信
の
場
合
に

あ
つ
て
は
、
送
信
可
能
化
を
含
む
。）（
当
該
複
製
に
よ

り
作
成
さ
れ
る
複
製
物
を
用
い
て
行
う
こ
れ
ら
の
著
作

物
の
複
製
又
は
当
該
公
衆
送
信
を
受
信
し
て
行
う
こ
れ

ら
の
著
作
物
の
複
製
を
防
止
し
、
又
は
抑
止
す
る
た
め

の
措
置
そ
の
他
の
著
作
権
者
の
利
益
を
不
当
に
害
し
な

い
た
め
の
措
置
と
し
て
政
令
で
定
め
る
措
置
を
講
じ
て

行
う
も
の
に
限
る
。）を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
八
条
第
一
項
第
二
号
中
「
又
は
第
四
十
条
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項
」
を
「
、
第
四
十
条
第
一
項
若
し
く

は
第
二
項
又
は
第
四
十
七
条
の
二
」
に
改
め
る
。

第
四
十
九
条
第
一
項
第
一
号
中「
第
三
十
一
条
第
一
号
」

を
「
第
三
十
一
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、「
第
三
十
七

条
第
三
項
」
の
下
に
「
、
第
三
十
七
条
の
二
本
文
（
同
条

第
二
号
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
号
。
次
項
第
一
号

に
お
い
て
同
じ
。）」
を
加
え
、「
又
は
第
四
十
四
条
第
一
項

若
し
く
は
第
二
項
」
を
「
、
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く

は
第
二
項
、
第
四
十
七
条
の
二
又
は
第
四
十
七
条
の
六
」

に
改
め
、「
の
複
製
物
」
の
下
に「（
次
項
第
四
号
の
複
製
物

に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中

「
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
四
十
七
条
の
三
第

一
項
」
に
、「
第
四
十
七
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
四
十
七

条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
第
四
十
七

条
の
二
第
二
項
又
は
第
四
十
七
条
の
三
第
三
項
」
を
「
第

四
十
七
条
の
三
第
二
項
、
第
四
十
七
条
の
四
第
三
項
又
は

第
四
十
七
条
の
五
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
三
号

を
加
え
る
。

五

第
四
十
七
条
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は

第
四
十
七
条
の
七
に
定
め
る
目
的
以
外
の
目
的
の
た

め
に
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
作
成
さ
れ

た
著
作
物
の
複
製
物
（
次
項
第
六
号
の
複
製
物
に
該

当
す
る
も
の
を
除
く
。）を
用
い
て
当
該
著
作
物
を
利

用
し
た
者

六

第
四
十
七
条
の
六
た
だ
し
書
の
規
定
に
違
反
し

て
、
同
条
本
文
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
作
成
さ
れ

た
著
作
物
の
複
製
物
（
次
項
第
五
号
の
複
製
物
に
該

当
す
る
も
の
を
除
く
。）を
用
い
て
当
該
著
作
物
の
自

動
公
衆
送
信
（
送
信
可
能
化
を
含
む
。）を
行
つ
た
者

七

第
四
十
七
条
の
八
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
作
成

さ
れ
た
著
作
物
の
複
製
物
を
、
当
該
著
作
物
の
同
条

に
規
定
す
る
複
製
物
の
使
用
に
代
え
て
使
用
し
、
又

は
当
該
著
作
物
に
係
る
同
条
に
規
定
す
る
送
信
の
受

信
（
当
該
送
信
が
受
信
者
か
ら
の
求
め
に
応
じ
自
動

的
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当

該
送
信
の
受
信
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政

令
で
定
め
る
行
為
）
を
し
な
い
で
使
用
し
て
、
当
該

著
作
物
を
利
用
し
た
者

第
四
十
九
条
第
二
項
第
一
号
中「
第
三
十
一
条
第
一
号
、

第
三
十
五
条
」
を
「
第
三
十
一
条
第
一
項
第
一
号
、
第
三

十
三
条
の
二
第
一
項
、第
三
十
五
条
第
一
項
」に
改
め
、「
第

三
十
七
条
第
三
項
」
の
下
に「
、
第
三
十
七
条
の
二
本
文
」

を
加
え
、「
同
条
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
」
を
「
同
条
各

号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
四
十
七
条
の
二
第
一

項
」
を
「
第
四
十
七
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第

三
号
中
「
第
四
十
七
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
四
十
七
条

の
三
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

四

第
四
十
七
条
の
六
に
定
め
る
目
的
以
外
の
目
的
の

た
め
に
、
同
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
作
成
さ
れ

た
二
次
的
著
作
物
の
複
製
物
を
頒
布
し
、
又
は
当
該

複
製
物
に
よ
つ
て
当
該
二
次
的
著
作
物
を
公
衆
に
提

示
し
た
者

五

第
四
十
七
条
の
六
た
だ
し
書
の
規
定
に
違
反
し

て
、
同
条
本
文
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
作
成
さ
れ

た
二
次
的
著
作
物
の
複
製
物
を
用
い
て
当
該
二
次
的

著
作
物
の
自
動
公
衆
送
信
（
送
信
可
能
化
を
含
む
。）

を
行
つ
た
者

六

第
四
十
七
条
の
七
に
定
め
る
目
的
以
外
の
目
的
の

た
め
に
、
同
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
作
成
さ
れ

た
二
次
的
著
作
物
の
複
製
物
を
用
い
て
当
該
二
次
的

著
作
物
を
利
用
し
た
者

第
六
十
七
条
第
一
項
中
「
で
き
な
い
と
き
」
を
「
で
き

な
い
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場
合
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同

条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。

２

前
項
の
裁
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
著
作
物
の

利
用
方
法
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
申

請
書
に
、
著
作
権
者
と
連
絡
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ

と
を
疎
明
す
る
資
料
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
資
料
を
添

え
て
、
こ
れ
を
文
化
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
六
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
裁
定
申
請
中
の
著
作
物
の
利
用
）

第
六
十
七
条
の
二

前
条
第
一
項
の
裁
定
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
単
に
「
裁
定
」
と
い
う
。）の
申
請
を
し
た
者

は
、
当
該
申
請
に
係
る
著
作
物
の
利
用
方
法
を
勘
案
し

て
文
化
庁
長
官
が
定
め
る
額
の
担
保
金
を
供
託
し
た
場

合
に
は
、
裁
定
又
は
裁
定
を
し
な
い
処
分
を
受
け
る
ま

で
の
間
（
裁
定
又
は
裁
定
を
し
な
い
処
分
を
受
け
る
ま

で
の
間
に
著
作
権
者
と
連
絡
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
に

至
つ
た
と
き
は
、
当
該
連
絡
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
に

至
つ
た
時
ま
で
の
間
）、
当
該
申
請
に
係
る
利
用
方
法

と
同
一
の
方
法
に
よ
り
、
当
該
申
請
に
係
る
著
作
物
を

利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
著
作
物
の

著
作
者
が
当
該
著
作
物
の
出
版
そ
の
他
の
利
用
を
廃
絶

し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。
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